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平成 29 年３月 14 日 衆議院厚生労働委員会 参考人質疑（未定稿）＜抜粋＞ 

 

 

天野参考人 

（希望するみんなが保育園に入れる社会をめざす会代表） 

 

 初めまして。私、希望するみんなが保育園に入れる社会をめざす会の代表を務め

ております天野妙と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日、８時４０分までにこちらに入室をするということで、今日、私、ゼロ歳の

子を連れて国会まで参りました。しかし、議場に小学生未満の子は入れないという

ことでございまして、ここでも子連れに厳しいのかなと大変残念に思っております。

今、友人に抱っこをして廊下で待機してもらっていますので、もし泣き声が聞こえ

ましたら、ちょっとにこやかにしていただけたらなというふうに思っております。 

  ちなみに、欧州会議では、議員の方が子連れで議会に出席できるような仕組みに

もうなっているということで、ぜひ日本でもそのように進めていただけたらなとい

うふうに期待をしております。 

  さて、まず、私の自己紹介を簡単にさせていただければと思います。皆さん、私

が何者か、御存じないと思いますので。 

  こちらのプリントをご覧いただければと思います。ご覧いただきましたとおり、

私、子どもが３人おりまして、三世代同居。女の子の働く母ということで、自称で

すけれども、安倍政権推奨モデルというふうに称しております。 

  配付資料の表紙の家族写真ですけれども、この８歳の女の子が、保活を８年前に

私がいたしまして、不承諾通知を受け取りました。そこから８年たって、また改め

て保活をこの度したんですけれども、当時より大変な状況に今現在なっておるとい

う次第です。 

  そういったこともありまして、昨年、市内の保護者たちで保育園増設を訴えまし

て、やっとのことで計画が６月にできたんですけれども、近隣住民の反対等により

まして事業者が撤退するという事態になりまして、結局、いろいろな活動をしたん

ですが、保育園が増えなかったという結果になりました。一市民の無力感を味わっ

たわけであります。 

  昨年、「保育園落ちた日本死ね！！！」というブログによりまして、問題が顕在

化されたことは記憶に新しいかと思いますけれども、その後、課題解決にはまだ至

っていないのかなというところになりまして、国にぜひ働きかけをしていこうでは

ないかということになりました。次のページをご覧いただきまして、ＳＮＳで、保

育園問題を可視化させるために、当事者の意見を取りまとめをしております。そう

いった団体でございます。 

  つい先日も、国会の中で、議員会館の中で、待機児童問題の解決に向けた建設的
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な話し合いの場ということで、約１５０人の方々がお集まりいただきまして、老若

男女かかわらず、保育園問題が大きな社会問題ということでディスカッションをし

た次第でございます。 

  保育園の問題は、なかなか、野党のテーマというふうに言われることが多くて、

ぜひ、与党の皆様の、政権の政策の本丸に入れていただければなと思いますので、

私どもも、ぜひ皆様方と対話をさせていただき、直接対話させていただけたらと思

いますので、ぜひ、後ほどお声をかけていただけたらというふうに思っております。 

  さて、本題に入る前にでございますが、育休二年について今日お話しさせていた

だくんですけれども、育休二年延長よりも、とにかく保育園を増やしてくれという

ことで、それが大前提という上でお話を進めたいと思います。 

  結論を先に申し上げますと、条件つきで育休二年に賛成をする立場で御説明をし

たいと思います。民進党の参考人なのに、おまえ賛成かと柚木議員に怒られてしま

うかもしれませんけれども。 

  ５ページ目をめくっていただきまして、施行によるメリットとデメリット、当事

者の立場から御説明したいと思います。 

  三点ございます。 

  一つは、失業の緩和です。今、一年が原則ですけれども、半年延ばすことが可能

です。またそれを半年延ばそう、そういうお話でございますが、半年失業が緩和さ

れるであろうということです。 

  あとはまた、４月入園というものが主になりますので、打席数が増えるというメ

リットが二点目に挙げられます。 

  そうすると、ゼロ歳児が減りますので、その分、１歳児に保育士が移行すること

ができますので、保育士が１対３から１対６になりますから、３人多く受け入れる

ことが可能になってくるというところになります。 

  そして、デメリットになりますけれども、これは残念ながら大きく六点ございま

す。 

  一つ目は、何度もお話があるかと思いますが、待機児童数のブラックボックス化

ということがデメリットとして挙げられます。今、待機児童数、自治体ごとにカウ

ントがばらばらでございますので、自分が待機児童だよということを育休でカウン

トしてもらえないということになりますと、行政の計画の中に入っていかないとい

うことがリスクとしてあります。 

  二点目ですけれども、単純に育休二年延長しますと、一年半とっていた女性側が

恐らくまた半年延長することになるということになりますので、家族や社会の中で

も性別的役割分担意識が根強く残るということが予測されます。 

  また、三点目につきましては、女性の活躍推進に反するものではないかというこ

とが言えるかと思います。私自身、第一子出産のときに１年３カ月ほど産休でお休

みしましたけれども、会社のシステムも変わっておりまして、戻ってみると浦島太

郎状態でした。人脈や仕事勘を取り戻すのに、休んだ期間と同じだけかかるんです
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ね。ですので、やはり、女性が休むということは、女性を活躍からより遠ざけるこ

とになるのではないかなということが危惧としてあります。 

  また、四点目ですけれども、この制度を遵守してくれるのは大企業だけになって

しまうという可能性が非常に高いです。特権階級の人のための制度にならないのか

なということになります。 

  また、五点目ですが、この制度、マタニティーハラスメントの被害増加の懸念が

あります。 

  資料６ページにありますとおり、マタハラネットの調査によりますと、育休、産

休を取得する社員が出ると、その社員の業務は周囲の社員が負うことになる労働環

境だと７割の企業が答えています。つまり、その仕事が、残された人にしわ寄せが

行くという構造になっておりますので、よりマタハラが横行する可能性が高まると

いうことです。 

  そして、六点目ですけれども、ページをめくりまして７ページ目ですけれども、

マミートラックに陥りやすいのではないかということが言えます。 

  マミートラック、いわゆる出世しないお母さんのためのキャリアコースというも

のでございますが、労働政策研究・研修機構の調査によりますと、育児休業が長期

化、つまり１３カ月以上になりますと、人的資本量の顕著な下落が生じ、マミート

ラックに陥りやすいということが研究の結果としてわかっているということであ

ります。 

  また、女性活躍推進法の影響で、女性管理職数を増やそうという動きがあります。

マミートラックに入って責任のある仕事を任されていないにもかかわらず、女性管

理職を増やそうと、そこからピックアップをしまして管理職コースに乗せるんです

が、その結果、経験が少ないですから、余り結果が出せない、成果が出せないとい

うことになりまして、やはり女はだめだねというふうに企業で扱われるといった負

のスパイラルが発生しているというのも聞き及んでおります。 

  そもそも、本件の本質的な課題は、日本の人口減少社会、つまり少子化にありま

す。よって、次は、少子化の視点から考えたいと思います。 

  少子化の主な、大きな原因の一つは、保育園不足、口を酸っぱくして申し上げて

恐縮ですけれども、この保育園不足を解消せずに育休二年に手をかけるということ

になりますと、厚生労働省の人的リソースが本件に割かれてしまって、本末転倒に

ならないかなという危惧がございます。 

  そして、二点目ですけれども、資料８にありますとおりに、男性の育児参加とい

うのが必要なのではないかなというふうに思われます。第二子の出生率が上がり、

妻の継続就業率が高くなる、育児参加をされるとそのような成果があるということ

が証明されていますけれども、男性育児休業取得、今２．６５％と大変低い状況で

あります。 

  男性たちに、育休を取得したかったができなかった、できないと思う理由の第一

位は何かと聞くと、一位は代替要員がいない、二位は経済的負担、三位は上司に理
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解がないというふうにありました。 

  男性が育児休業を取得するためには、資料にありますとおり、三つの壁があると

いうふうに言われています。 

  一つ目は、本人の無意識の壁というところで、育休すら、男が取るものではない

というふうに思っているところです。 

  そして二点目は、職場の雰囲気の壁。一応クリアしても、周りが、何でおまえが

休むの、奥さん何しているのという話になるわけであります。資料８にありますと

おり、男性の子育てに対して最も理解があると感じるのは誰かという質問に対し、

職場には誰もいないというのが圧倒的一位という状況です。 

  そして三点目は、収入の壁です。先ほど申し上げたとおり、経済的負担が第二位

に入っています。有休が余っているのに収入が目減りする育休を取得する理由がな

いということで、有給休暇を利用した隠れ育休が多く存在しているのも事実と言え

ます。 

  よって、少子化を改善するには、保育園の供給増加と男性の育休取得が近道でご

ざいまして、この三つの壁を段階的に取り払うことで貢献できると考えられます。 

  そして、ページをめくりまして、次に、海外の事例から検証したいと思います。 

  オーストリアでは、１９９０年に、７月生まれから育休二年という制度に変わり

ました。この結果、復職率が１０％悪化し、出生率が５％改善しているという結果

が出ているそうです。 

  続きまして、韓国の事例でございますけれども、韓国は非常におもしろくて、日

本と同様に少子化の国でございますけれども、男女ともに１年ずつ取ることができ

て、１人目が取った後、２人目、つまり、妻が１年を取得した後、夫が育休を取る

と、最初の３カ月については給付金が１００％支給されるようにしたわけでありま

す。そうしますと、お得、男性が育休を取るとお得という設計になっているわけで

すね。そうしました結果、前年同期比で５３．２％育休取得率が上がったという結

果になっております。 

  日本で子どもが増えない理由というのは、誤解を恐れずに申し上げますと、子ど

もを産むと損をする社会になってしまっていると言えるのかと思います。私も三児

の母ですけれども、周囲から、尊敬するとか、偉いね、よくやるねというふうに、

信じられないといったような言葉をかけられます。つまり、親たちは、子どもを産

み育てることがお得というふうには思っていないというのが現状だと思います。少

子化を抑制するためには、産んだ方がお得だねという社会にならなければならない

わけです。 

  長く休むと会社で隅に追いやられることを女性たちは知っていますし、男性が育

児参加しない現状で数多く子どもを産むと、より自分に負荷がかかるということを

女性たちは知っています。女性にたくさん働いてもらい、子どもを多く産んでほし

いということであれば、この待機児童対策プラス男性育休取得によるお得論という

のを組み合わせていただく必要があるのかなというふうに思っております。 
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  それゆえに、私が提案させていただきたい、ぜひ参考にしていただきたいという

ものにつきましては三点ございまして、待機児童のカウントを統一化して、育児休

業中もカウント数に入れるというのが一点目。そして二点目は、男性の育児休業、

育休を促進させるために給付金を１００％支給する。そして三点目が、育児休業は

夫婦が同時に取得することができ、時期を分割して取得することができるというも

のです。 

  ２０２０年までに、男性の育休、今２．６５を１３％にするという目標がござい

ます。あと４年でございますので、前年比１．５倍増というふうにいけば、達成の

見込みができるということです。ぜひこのタイミングでお得プランというのを推奨

していただきまして、ぜひ、男性の育児休業取得に拍車をかけて、少子化対策への

礎を築いていただけたらというふうに願っております。 

  以上であります。ありがとうございました。 

 

 

矢島参考人 

（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社共生社会室室長・主席研究員） 

 

 皆様、こんにちは。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの矢島と申します。 

  本日は、参考人としてお招きいただきまして、ありがとうございます。 

  私は、シンクタンクで、女性の活躍ですとかワーク・ライフ・バランスに関する

調査研究、そしてコンサルティングを行ってきております。そうした立場から、今

日は、近年当社が実施したさまざまな調査のデータをもとに、育児・介護休業法に

関する現状と課題についてお話をしたいと思います。 

  皆様、お手元の資料をお配りさせていただいております。まず、今日の育児・介

護休業法関係の改正案の部分について、議論の前提と、女性の就業継続、活躍と育

児休業に関する問題、それから、男性の育児休業、育児目的休暇取得等の問題、そ

して最後に、改正法案の意義と留意点についてお話ししたいと思います。 

  まず、議論の前提ですけれども、こちらは、もう既に労働政策審議会の建議で出

されておりますけれども、やはり一つ目には、「育児休業を取得した労働者が安心

して職場復帰できるよう、保育所等の整備を一層進める」ということが何より重要

だということは間違いのないことではないかというふうに考えております。そして、

今は、年度初めの４月に入れるようにというところがまだ実現しない状況があるわ

けですけれども、今後は、さらにそれを一歩進めて、４月に限らず、復帰を希望す

る時期に子どもを預けられる環境の整備と保育の質の確保、これも建議に書かれて

おりますけれども、こういったところが目指すところであるかと思います。 

  それから二つ目に、やはり安倍政権の最重要課題の一つが女性が輝く社会の実現

ですし、女性活躍推進法が施行されたところで、多くの企業がこの問題に真摯に取

り組み始めています。女性の就業継続から活躍へということで、さまざまに今、か
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なり本当に企業は取り組みに苦慮しながら、試行錯誤しながら取り組んでいる。そ

して、そういった取り組みをしないとマタハラという問題で訴えられてしまうリス

クも抱えながら、何とか、単に仕事を続けさせるだけではなくて、活躍できるよう

な環境づくりということに取り組んでいるということを前提に、そういった、職場

復帰して、長く休むというよりは、どちらかというと、両立支援制度をうまく使い

ながらキャリアを積めるような環境をつくるということが今大きな課題である。こ

れは間違いなく議論の前提ではないかというふうに考えております。 

  その上で、女性の就業継続、活躍と育児休業の現状と課題について、データでお

示ししたいと思います。 

  次のページ、第一子出生年別に見た第一子出産前後の妻の就業変化、こちらのデ

ータは、皆さん、もうよく御存じだと思いますけれども、出産後の継続就業率が、

２０１０年から２０１４年に生まれた子について、５３．１％というところまで来

ています。 

  ただ、これを正規の職員とパート、派遣に分けて見ますと、正規の職員は６９．

１％、そのうち育休を使っての就業継続が５９％まで来ています。一方、パート、

派遣は２５．２％、うち育休を利用した就業継続は１０．６％と、かなり格差があ

る状況です。 

  ただ、育休を使った就業継続というのは、こちらのグラフを見ていただきますと

わかるとおり、２００５年―９年に生まれた子どものところから、この５年間に、

かなりぐっと伸びているということはわかると思います。 

  そういう背景の中で、その下のグラフは、２００９年の育介法改正後の５年間の

変化というものを捉えたものです。これを見ますと、企業調査なんですけれども、

企業の認識としても、育児休業の利用は、女性の利用が特に増えているというとこ

ろが分かります、正社員の女性ですけれども。有期契約労働者については、対象者

がいないという答えが多いんですが、有期契約労働者について企業アンケートをと

ると、対象者と認識している方についてはほぼ１００％取れているという答えが多

いんですね。ですので、対象者として企業が認めるかどうかというところが有期契

約労働者については大きいんですけれども、こちらも、女性の利用者は有期契約労

働者でも増えてはいるというような状況です。 

  次のページに参りまして、では、結婚、出産での女性の離職状況というのはどう

なっているのかというのを、やはり同じ平成２７年の調査で見ますと、正社員の全

体としては、結婚、出産で離職する女性はほとんどいないと回答する企業が４７．

６％、それから、少数派だが離職する女性もいるというところで３０．７％、合わ

せて８割以上が、大分離職をしなくなってきているというような認識を持っている。 

  これは、この調査だけではなくて、私、さまざまな企業でコンサルティングや研

修をさせていただいたり人事の方とお目にかかりますが、現場の人事担当者あるい

は女性労働者自身が実感として持っているところではないかなというふうに感じ

ております。 
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  その中でも、その下のグラフは、では、こういう状況の中でもやめている人はど

ういう理由でやめているんだろうかということを見ています。仕事を続けたかった

が両立が難しくてやめたという人が２５．２％います。その２５．２％の内訳を見

ると、一番多いのは勤務時間が合いそうになかったということで、育児休業そのも

のよりも、復帰後の働き方、復帰後の労働時間の懸念というところが示されている

ところです。ただ一方で、育休の制度が会社になかったという答えもまだ２２．６％

ございますし、保育園に子どもを預けられそうもなかったという答えも１７％ある

状況です。 

  さらに、では、育児休業が十分取れたら就業継続は可能なのかというところなん

ですけれども、９ページのグラフは、もう少し昔に遡りまして平成２３年度にやっ

た調査で、ちょうど平成２２年の、改正法の前後５年間で企業における就業継続が

どう変化しているかというのを見てみますと、大企業を中心に、結婚、出産を機に

離職する女性がかなり減っているという状況がこの時点でも見られます。 

  この離職が減った原因というのを企業の人事担当者に聞いてみますと、その下の

グラフなんですけれども、一番多いのは、やはり短時間勤務制度を利用できるよう

になったこと。２００９年の育児・介護休業法の改正で、短時間勤務制度が３歳ま

での子を持つ親には義務化されました。この効果を企業の人事担当者は実感してい

るということが見てとれます。ですので、子が１歳までの育児休業プラス短時間勤

務制度というものが普及してきたことが、確実に女性の就業継続を進めているので

はないかというふうに認識しております。 

  次のページ、では実際の育児休業期間の希望というのはどんな状況なんだろうか

というのを見ますと、休業期間が希望どおりだったかどうかというのを男性正社員、

女性正社員、女性非正社員に聞いているんですが、特に女性正社員で見ますと、６

９．１％が希望どおりだった。男性でも６９．３％ですけれども。一方で、希望よ

りも実際の取得日数が短かったという方が２５．３％、女性の正社員でいます。つ

まり、４分の１は自分の希望したよりも短くしか育児休業が取れていないというよ

うな状況です。一方で、希望よりも長くなった方もいます。それはやはり、保育所

に入れない等の理由で、自分の希望よりも長くなっている方も５．６％いるという

状況です。 

  では、一番自分の取得したかった休暇、休業期間はどれくらいなのかというと、

やはり一年から一年半未満のところが一番多いというような状況です。 

  希望より少ない期間で休業期間を取得した理由なんですけれども、男性の正社員

では、男性の両立支援制度に対して会社や職場の理解がないですとか、残業が多い

等業務が繁忙というあたりが、職場の働き方の問題あるいは制度の認知状況が問題

になっております。そして、女性の正社員で見ますと、実は一番多いのが、休暇を

長く取ると保育所に入れなくなるためというのが多くなっているということです。

ですので、今までの状況ですと、入れないので短くする、あるいは長くしても入れ

ないというふうな、両方八方塞がり的な状況があるのではないかというところも見
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てとれます。 

  では、実際に１歳を超えて取る人というのは、どういう状況で１歳を超えて育児

休業を取っているんだろうかというのを１３ページで見ますと、こちらも、保育所

に入れない、または法に定める理由で休業を延長した人がいる。これは企業の人事

担当者に聞いたのですけれども、大企業では５０．２％が、保育所に入れないなど

の理由で、１歳を超えて育児休業を実際に取得する従業員がいるというような状況

です。 

  こういった状況で、育児休業で保育所に入れない期間を補いながら、今までの、

１歳を超えて１歳半までは育児休業を延長できるという仕組みを使いながら、それ

と、育児休業と短時間勤務の組み合わせで女性の就業継続というのが進んできてい

るというのは間違いなく言えるんですが、では、今安倍政権で言っている、就業継

続だけではなくて、女性の活躍というところの面でどんな課題があるのかを見ます

と、育児休業復帰後の配属の問題、ここに大きな課題があるのではないかと思われ

ます。 

  １４ページなんですけれども、育児休業復帰後の配属というのは、原則もとの職

場にということでマネジメントされているケースが多いんですが、ほとんど元の職

場に配属しているというのが全体で６９．６％、元の職場に配属している場合が多

い、そうでない人もいるというような状況が１８．１％というところです。中小企

業ほど、元の職場に配属しているということが実施されてはいるんですけれども、

大企業では、それプラス、元の職場に配属している場合が多い、一部はそうではな

いというようなところの組み合わせで、９割近いところになっているわけです。 

  では、元の職場に戻っていない理由はどうなんだろうかというと、これは本人の

希望というのは２３．５％と少なく、本人の希望と職場のニーズが一致しないとい

うことで、元の職場に戻れない状況があるというのが７５％を占めるというような

状況になっています。 

  やはり、出産後に新しい仕事を覚える、新しい環境に慣れるというのはなかなか

厳しいものがありますので、場合によっては自宅の近くの支店に移るといったよう

な形で就業継続にプラスになっているケースもありますけれども、職場がかわると

いうことは、女性が復帰後に活躍するという面ではなかなかハードルなのではない

かというふうに考えています。 

  １５ページには、では、育休からの復帰時期によって復帰後の仕事の内容がどう

変わるんだろうかというのを見ています。 

  これを見ますと、もちろん産後休暇後すぐに戻ればほとんど変化はないんですが、

育児休業を取った場合で見ますと、末子６カ月未満と末子６カ月以上１歳未満まで

で復帰したところではあまり大きな変化が見られません。末子１歳以上になります

と、休業前と同じ内容に復帰できるという割合がぐっと下がるというような状況で

す。そして、末子１歳半以上になりますと、休業前と異なるだけではなく、職責や

能力に見合わない簡単な仕事になってしまうという割合が増えるということが見
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てとれます。 

  また、こういう簡単な仕事になってしまうということが、本人の希望と一致して

いればまだよいという面もあるのではないかと思いますけれども、次のページ、１

６ページにまいりますと、自分の希望どおりだったかどうかということも、育休か

らの復帰が遅れると、自分の希望どおりだったという割合が徐々に下がっていくと

いうようなことも見てとれるわけです。 

  １７ページには、こうした状況の中で、今、企業はどんな対策をしているんだろ

うかというところを皆さんに御紹介したいと思います。 

  今、企業では、育休から復帰した後の本人と、そして上司に対する働きかけとい

うものを通じて、先ほどもお話にありましたマミートラックといったような状況に

陥ることを防ごうという取り組みがさまざま行われております。一番多いものは、

今後の職務や働き方に関する面談を実施するといったものですけれども、こちらが、

大企業では５８％行われており、中小企業でも４１．５％まで増えてきているよう

な状況です。 

  ただ、まだこうした取り組みを特に行っていないという企業も多い状況でして、

就業を継続するだけではなく、育休復帰後にしっかり女性が活躍していくというと

ころで、企業はまだ対策が十分打てていない状況、これからますます取り組んでい

かなければならない状況にあるということを確認していただければと思います。 

  また、企業の人事担当者に聞いた、育休や短時間勤務制度を利用した場合の長期

的なキャリア形成への影響というところで見ますと、どの規模の企業でも、多くの

職種で長期的に影響しないという答えが一応多いんですけれども、大企業では、多

くの職種では余り影響しないが一部の職種で影響するというような割合が２０％。

そして中小企業では、どちらとも言えない、わからない、企業の人事担当者に聞い

ているんですが、育休から復帰した後、制度を利用したことで長期的なキャリア形

成への影響がわからないというような回答が多くなっている。これは、利用する本

人たちからすると、かなり不安な状況ではないかなというふうに考えています。 

  ということで、育児休業というものの普及、それから、育児休業と短時間勤務の

組み合わせによる利用が女性の就業継続を確実に伸ばしていて、企業もそうした就

業継続に対応した女性の活躍支援ということに取り組み始めたところなんですけ

れども、やはり育休があまり長くなり過ぎると、そのあたり、課題が多くなるとい

うことは見てとれるかと思います。 

  それから次に、男性の育児休業、育児目的休暇等の取得に関するお話です。 

  育児休業取得率の推移については、皆さん御承知のとおり、男性では、近年上昇

傾向にはありますが、２．６５％とまだ低い状況です。 

  ２１ページには、妻の就労形態別に男性の育児休業取得率を見ています。男性全

体では５．４％ですが、妻が無業の方は４．４％、また、妻が正社員の方は８．８％。

あまり差が大きくないんですが、妻が正社員の方だと若干多い。ただ、問題は、利

用希望をしているが利用できていない割合が３割に及ぶというところではないか
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と思います。 

  そして、次のグラフは、育児を目的とした休業の取得率と取得日数ということで、

実は、育児休業以外の年次有給休暇や配偶者出産休暇の方が、男性の場合はやはり

取得しているというような状況があるということです。 

  次のページにまいりまして、では、男性が育児休業を取得しなかった理由は何な

のかというのを見ますと、最も多いのは、職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲

気だったということで、職場環境というのが一番多く挙げられていますし、次に、

会社で育児休業制度が整備されていなかったからということです。 

  この整備されていなかったからということについて言うと、さらにその下のグラ

フで、育児休業とか両立支援制度が会社に整備されていなくても、法律上、制度の

対象であれば利用できるという状況があるわけですが、これを知っていたかどうか

と聞きますと、男性の正社員の６７．９％は知らないというような状況です。 

  そして、企業における性別に見た育児休業の利用しやすさで見ますと、やはりま

だまだ、女性は利用しやすいが男性は利用しづらいというふうに企業の人事担当者

が直接答えるという割合が高い状況というのも見てとれます。 

  こうした状況の中、企業は、男性に向けた育児休業取得促進の取り組みとして、

配偶者出産休暇制度を整備するといったことや、上司や人事部から働きかける、そ

れから、取得率や取得の人数を目標として定めているということをやっているわけ

ですが、いずれも、これまでのところは大企業が突出して多い、中小企業との間に

大分差があるというような状況です。 

  参考までに、次のページに、非正社員の女性の育児休業取得率というのも低いわ

けですけれども、この取得率というのが、実際に企業から直接働きかけた場合と働

きかけなかった場合でかなりの差があるというところを見ています。ですので、男

性の育児休業についても、企業からの働きかけというのが取得率に影響があること

が期待できるのではないかなというふうに考えています。 

  最後に、改正法案の意義と留意点ですけれども、育児休業の再延長については、

現状、１歳を超え、さらに１歳６カ月を超えても保育所に入所できず、離職を余儀

なくされる人のセーフティーネットとして一定の、今の状況でいうとニーズがある

のではないかというふうに考えております。しかも、従来の１歳６カ月までの延長

では、生まれ月によって入所可能性の高い４月のタイミングに届かない人がいると

いう状況があります。こうしたことから、今回の延長というのはニーズがあるので

はないか。 

  ただし、年度の初めに届かないという問題と、年度を越えて、年度頭にさらに入

れないという状況は、これは実は大きく違います。今回の延長は、今の保育環境下

では、一時的に、４月に入れない人の受け皿になる可能性も考えられます。こうし

た状況については、やはり早急に解消していただかなければならないのではないか

と考えています。 

  それに関しまして、待機児の問題について言いますと、待機児問題というのは、
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保育所の整備の問題もありますが、また、整備の問題だけではなくて、今検討され

ているコンシェルジュやマッチングの問題というのも非常に大きいわけです。一方

で、整備の問題というのは、待機児だけを見ていると遅れてしまう、後で後でにな

ってしまう。 

  実際に、平成２０年から、国は、潜在保育ニーズに基づく保育計画というものを

自治体に求めてきました。しかし、自治体の中では、この潜在保育ニーズというも

のに対応するという意識が十分広まっていないのではないかというふうに感じて

います。というのは、保育が整備されたことで働く女性がいるということを、ネガ

ティブに言う自治体関係者がいるからです。 

  ですので、潜在保育ニーズに基づく整備ということをしていただくと同時に、今

年の待機児の問題については、マッチング機能等を高めることで早急に解消してい

ただくことが大事かと思います。 

  そして、女性のキャリア形成ということについては、企業が現在、活躍というこ

とでさまざまな取り組みをしておりますので、そうしたことに対して、保育に入れ

ないことで女性間の復帰時期の格差がつくという事態、これが早急に解消される必

要があるかと思います。 

  そして、男性の育児休業取得の促進については、やはり、男性が両立支援制度の

存在や制度を把握していないということが顕著に見てとれますので、こうしたこと

を個別に周知していただく取り組みというのは非常に意義があるのではないかと

思いますが、ただ、留意点としては、やはり働き方改革とあわせて進めていただい

て、実際に代替要員や周囲の環境など、取りやすい環境整備ということとあわせな

いと、なかなか厳しい状況ではないかと思います。 

  最後に、育児目的休暇につきましても、男性が育児休業以外の制度を利用して実

際に休暇を取得しているということ、また、企業がさまざまな支援をしている状況

から、育児目的休暇を努力目標としていただくのはよいことなのではないかという

ふうに評価しております。 

  ただ、留意点としては、国が把握する育児休業取得率の算出方法です。企業はこ

れを非常に気にしていますので、他の休暇を取っても育児休業取得率と同じような

認識をされるのかということが、非常に企業にとってはモチベーションになるので

はないかというふうに思います。また、先ほどの話にもありましたが、企業間格差

が拡大する懸念がありますので、この点を留意していただければと思います。 

  すみません、長くなりました。以上です。 

 


















































